
令和８年度 介護保険課 庁用自動車賃貸借事業（長期継続契約）仕様書 

 

１ 件名  

令和８年度 介護保険課 庁用自動車賃貸借事業（長期継続契約） 

 

２ 目的 

本仕様書は、赤磐市保健福祉部介護保険課において職員用として使用する自動車を安

全に使用することを目的とし、メンテナンスリースにて賃貸借を行うものである。 

 

３ 納品場所 

赤磐市役所 本庁 岡山県赤磐市下市３４４番地 

 

４ 車両仕様 

・総排気量が６６０ｃｃ以下であること。 

・全長３４００ｍｍ以下、全幅１４８０ｍｍ以下、全高１５３０ｍｍ以下であること。 

・定員が４人乗りの５ドアであること。 

・運転席及び助手席にエアバックを標準装備していること。  

・ガソリン、２ＷＤであること。 

・パワーウィンドウ、パワードアロック、パワーステアリングを標準装備していること。  

・エアコンを標準装備していること。 

・令和８年４月以降カタログに記載されている車であること。 

・新車（初年度登録一年目）であること。 

・ボディカラーはホワイトを基調とする。 

・オートマチック車であること。 

 

※参考車種 

軽乗用者タイプ・・・ミライース（ダイハツ）、アルト（スズキ）、eKワゴン（三菱）等 

 

５ 装備（標準装備備品の場合を含む。） 

・サイドバイザー  

・カーペットマット 

・オーディオ（ＣＤ，ラジオ再生可能） 

・カーナビ（ＴＶ機能のないもの） 

・バックモニター 

・キーレスエントリー 

・ＥＴＣ 



 

注記 付属品についてはメーカーカタログ掲載の物に準ずるものとする。 

 

６ 賃貸借期間 

令和 ８年 ７月 １日から 令和 １３年 ６月 ３０日まで（５年間） 

 

注記 納期が遅れる可能性がある場合は、当課担当者と別途協議すること。 

 

７ 推定走行距離 ６００ｋｍ／月 

 

注記 実際の走行距離が見込みから変動しても超過走行料等の精算は行わない。  

 

８ 賃貸借条件 

（１） メンテナンスリース、クローズドエンドとし、賃貸借期間満了後は残価精算なしに

て 車両返却するものとする。 

 なお、本契約には賃貸借期間中に発生する次の費用を含む。 

① 新規登録に伴う諸費用一式 

② 自動車損害賠償責任保険 

③ 車検証更新に伴う諸費用一式 

④ 点検整備費及び整備のために必要な消耗品の補充及び交換  

・継続車検整備 

・法定点検整備 

・メーカーが推奨する点検整備 

・故障修理 

・その他消耗品 

⑤ バッテリー交換（必要数） 

⑥ エンジンオイル交換補充（メーカー推奨のサイクルで交換補充すること。） 

⑦ 油脂類の交換補充（メーカー推奨のサイクルで交換補充すること。） 

⑧ タイヤ 

・必要数（保管料を含む。） 

・季節履替 

⑨車検、点検時の代車費用 

 

（２）賃貸借費用に以下は含まない。  

・任意保険、車両保険  

・交通事故及び第三者行為による損害の修繕費  



 

（３）その他 ・実際の走行距離が、「７ 推定走行距離」の走行距離から変動しても、精算

等は行わない。  

・法定費用又は諸費用が変動しても、精算等は行わない。 

・翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は、当 

該契約を解除することができる。 

 

９ その他  

・点検、整備等の記録を当該車両内に保管すること。 

・本仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項について疑義が生じた場合は、当市 

担当者と協議の上決定すること。 

・納車日については、別途協議するものとする。 

・車両（エッセ）一台の廃車手続き及びその費用を受注者が負担するものとする。 

 下取り車両名：ダイハツ・エッセ 走行距離：１９６，４２８ｋｍ（２月末現在） 

初年度登録：平成１８年 

 ・入札金額は５年間（６０ヶ月）のリース料率で精算し、月額料金（消費税等抜き）を入

札金額として記入すること。 


